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国連の現状 と日本の国際貢献

石 積 勝

1講 座 の 総 括

今 回 の講 演 で はふ たつ の メイ ンテ ー マ が設 定 され てい た。 ひ とつ は 国連 の 現状 に

つ い て受講 者 にわ か りや す く説 明す る こ と。 も うひ とつ は 日本 の国 際貢 献 とは何 か

につ いて話 をす る こ とで あ る。 結 論 的 に言 えば 時 間 的 な制約 の 中で 、 このふ た つ の

大 き なテ ー マ を 同時 にお 話 しす る こ とには 、や や無 理 が あ った の では な い か と思 わ

れ る。 一 通 り話 を した後 に質 問 を受 け、 さ らに 出席 者 との問 で の議 論 を考 えて い た

の だ か 、二 ・三 の質 問 を受 け、 それ に答 え るだ けで 時 間が きて しま った。 話 の内容

もか な り密 度 の濃 い もの に なっ て しま った が、 受講 者 と して は も う少 し リラ ックス

しな が ら、 ゆっ く りと学ぶ こ とを期 待 して いた か も しれ ない。

しか し、設 定 した テ ーマ 自体 が相 当重 い ものだ った た め に、 どの よ うにお 話 して

も軽 い話題 と してそれ を進 め る こ とは不 可能 だ った だ ろ うと思 う。 話 し方 、テ ンポ

はで き る限 り軽 快 に とは心 が けた が 、 なにせ 内容 が 内容 で あ る。 それ に も限界 が あ

る。

市 民大 学 をい わ ゆ るカル チ ャーセ ン ター と考 えて お られ た方 に は、 少 しきつ い 内

容 で あ った ので は ない か。 大 学 で通 常話 をす る場 合 には 、お そ らく3回 分 く らい に

な るで あ ろ う内容 を、 一気 に、 一 回 でお 話 して しま った の では な いか と思 う。 そ れ

に もか か わ らず 、お お か た の受 講者 は最 後 ま で緊 張 を保 ち 、 きわ めて 熱 心 に聴 い て

お られ た よ うで あ り、 講 師 と して は おお い に感 謝 して い る。

2講 義 の 内容

前述の よ うに本講義 は大き く分けて第一部で国連の こ と、第二部 で 日本の外交的

選択、特 に憲法改正 問題 とでの絡みでの 日本の選択肢 につ いて論 じた。つま り今後

の 日本の方 向を どう考 えるか とい う大きな話題 になった。 それぞれ について当 日配
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布 した レジュメに沿って、 自分 自身の講義 を振 り返 ってみたい。

第一部 国連 と日本

国連 につ いてはあま り時間を割 かなかったが、受講者 に とって はや は り通常知 り

えない こともい くつか含 まれ てお り、 もっ と時間をかけて話 を して欲 しかったので

はないか と今 に して思 う。 国連勤務 で体験 したエ ピソー ドな どももっ と聞きたかっ

たのではないか と思われ る。 レジュメに沿って講義 を進 めたのだが、受講者 に とっ

て興 味深か ったのは、次の点ではなかったか と思 う。

第一 に国連 の予算で ある。通常予算 が実はきわめて少 ない額であ ることは、多 く

の受講者 に とって驚 き として受 けとめ られたのではないか と思 う。 また国連 の話 を

す る場合に必ず話題 になる、 日本人 国連職員 の数 な ども、や は り興 味をもたれ る点

であるが、今回 の受講者 に とって も、その よ うであった。私の話 の最後 に出て くる

国連改革のテーマ も興 味を引いたので はなかった と思 う。 ここでは世間一般 に流布

してい る見方 とは少 し違 う、私 の独特の見解 を述べ させて も らった。

そのひ とつは安保理改革、 日本 の安保理 常任 理事国入 りについてである。私の考

えは 日本政府 あるいは 自民党の基本的なスタンス とは若干趣 を異 に している。つま

り常任理事 国入 りは軍事面での責任 遂行 とワンセ ッ トになってい る、 との政府 ある

い は自民党の考 えに対 して、私 は非軍事的貢献 を増強す る形 でよ り大 きな役割 を果

たす、す なわ ち常任理事国に もなる、それ が可能である しそれ を追求すべ きであ る

と考え るのであ るが、 この私 の主張は どのよ うに受講者 に受 け とめ られ たで あろ う

か。

国連 については、 じつ は も うひ とっ一般 に流布 してい る見方 と違 う見方 を提示 し

た。 それは今 回のイ ラク開戦で国連 が機 能不全 に陥 った、国連が無力 であった とい

われ ている点についてである。 世間の大方のそ うした解説 とは異な り、私は逆に国

連 が珍 しく、大国、特 に米 国によって コン トロール され るのではな く、国連 として

見解 を示 し、その見解 に最後まで こだわ った とい う意味で、む しろく機 能 〉 したの

ではないか と述べ させ ていただいた。 この見方 は、多 くの受講者 に とっては驚 きで

あったか も しれ ない。 もちろん 日本 の政治学 関係者 の中でも少 数意見 に属す るもの

である。 しか し違 った方 向か ら考 える とい う意味で、多少な りともお役 に立て らな

らば幸いである。 さらに付 け加 えれ ば、現在ただいま、即 ちこの総括 を記 してい る

2004年5月1日 時点でのイ ラク情勢 を踏 まえれ ば、 当時 の私の見方が実はかな り的

を射た ものではなかったか と思 われて くる。

今 この時点 で、イ ラク統治は急速 に国連主導 に推移 しつつあるが、2003年3月 、
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米 国が開戦に踏み切 ったその とき、国連 もまた最終的に米国に追随 していたな らば、

現在以上に国連のイ ラク統治の正 当性 に大きな?マ ー クが付 いていたであろ うし、

そ うした中での対イ ラク人 との関係 は さらに困難 になっていたに違いない。 アメ リ

カ と国連 が完全 に一体 ではなかった こ とが、今、国連統治のかす かな正当性 の根拠

となってい る。今 後の国連 を中心 とす るイ ラク統治においてプラスの資産 として機

能す る可能性が ある。 アメ リカに対す る不信が急速 に増大す る中で、不承不承で あ

ろ うともイ ラク人 もまた国連を受 け入れ 、復興のプ ロセ スを軌道 に乗せ る以外 に選

択肢 はない様 に思 われ る。 その肝 心か なめの国連 の正 当性 をかす か に残 したのが

2003年3月 の安保理 での決断であったのである。す なわち国連 がアメ リカを支持 し

なかった とい うじつに大 きな政治決断だったのであ る。 もとよ り国連は世界政府 で

はない ことは最近では多 くの 日本人 にも理解 されてい る。 したがって従来 のよ うな

国連 を現実以上 に理想 化 しオール マイティな存在 として考 える 日本市民は激減 して

いる。 しか し一方で国連 の限界に失望 し、極端 な場合には無用論 にまで言及す る人々

も散見 され る。真 実はその 中間にある と考 えるが、その中での今回の決 断はおおい

に希望 を与 えるものであったのではないか と私は思 う。

第二部 日本の方向、 日本人の生き方

レジュメ6か ら16に 渡 る盛 りだ くさんの内容 を一気 にお話 しす るのは確か に無謀

であったが、すべてが関連 しているものであって、やむ をえない側 面 もある。

公式的には戦後 日本外交は〈3本 柱 〉といわれ るもので進 め られて きた ことをま

ず もってお話 した。つ ま り国連 中心主義 、 日米同盟重視、アジアの 中の 日本。 こ う

や ってあ らた めて明示す ることによって、受講者 に とって も、 目本の これか ら考 え

な くてはな らない ことが浮かび上が ってきたのではないか と思 う。 この3本 の柱 は

それぞれ もっ ともなのだが、や は りス ロー ガンを超 えて、究極 の選 択に立ち向かわ

ざるを得 な くな った とき、相互 の矛盾 、背反性 、そ して連動1生が明 らかに意識 され

ることになる。 あ らためて このこ とを考 えるきっかけ として受講者 に受 け とめ られ

たか どうか。

レジュメ7、8で 湾岸戦争 、イ ラク戦争 にお ける 日本のかかわ りについて、その

中心的問題 を振 り返 っておいた。それ は湾岸 戦争 あるいはイ ラク戦争 の解説 とい う

ことではな く、次に出て くる、 さらに重要 な問題 、即 ち私たちのこの国の今後の方

向を考 える とい う問題 のための布石 と してお話 した。 〈イ ラクの先の 日本の選択 〉

を考 える前提 として、お話 させていただいた。

ここ らあた りか ら話は相当やや こ しくなる。そ うい う意味では受講者 の中にはもっ
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と単刀直入 に、講師である私の立場 を鮮明に出 して話 を して もらったほ うがわか り

易 かった、 とい う意見 もある と思 われ る。初 めに、た とえば憲法改正に賛成 なのか

反対 なのかを含 め、私 の立場 を明確 に打 ち出 して欲 しか った とい う受講者が多数 い

て もおか しくはない。

ただ、私 として は市民大学講座 は政治集会 ではない と思っている。政治集会であ

るな らば私 の立場 を明快 に示 し、なぜ私がそ のよ うな立場に立っ かをできる限 り説

得 的に論ず べきで あろ う。 しか し大学講座 である以上、それ が市民大学講座であっ

た として もく思考の深化 〉こそ重要で ある。結論以上に重要である。私 は大学で学

生に 自分の頭 で徹底的に考 え抜 くことを強い る。知識 を受 け取 るのではな く、 自分

で考 え抜 くこと、それ を強い る。 同様に、今回 は、いわばく 日本人の生き方 〉 とい

うよ うな大問題 を、イ ラク戦争 、憲法問題 を軸 にく弁証法的 〉に考 えてみるこ とを

強いたわ けだが、その意 図は どれ だけ理解 されたか、そ の点につ いては確信が もて

ない。最後 の最後 に私 の立場 を述 べたが、 ここで時間的 な制約 があ り、十分それ を

展 開す ることがで きなかった。 その こともあって受講者 の中にはく結局 ど うなんだ

〉とい う思いで聞 き終 えた方がい らっ しゃった としても不思議で はない。

最後の10分 間を極めて注意深 く聞かれた皆 さんにはご理解 いただ けた と思 うが、

私 の基本的なスタンスは改憲論議 に対 してくち ょっ とまて、憲法改正 〉である。 し

か し私の このスタンスはいわ ゆる従来か らの護 憲派 の主張、論議 とはやや次元を異

に してい ると自負 している。 〈結局 どっちの立場なんだ 〉 とい う思いで中盤 までの

私 の話 を聞かれた皆 さんが、最終 的に私の真意 を汲み取 って くだ さったか、実は?

マー クではあるが、 とにか く、 もし護 憲の立場 に立っ としたな らば、今 までの護憲

論 とは相 当違 う、大きな歴 史観 、政治観 を背景 に持 たない限 り、説得牲 がないので

はないか とい うのが私 の考 えである。護憲 ・改憲論議は じつ は<21世 紀 日本は どの

よ うな社会 として生き抜 きたいのか〉 とい う、 きわめて根源 的な問題 なので ある。

憲法改正 をめ ぐって右なのか左 なのか、それ ともその間の どこに位置 しているの

か、 とい うレッテル張 りが現在横行 しているよ うだが、私は この悶題 は平面的に賛

成派VS反 対 派で は考 え られ ない と思ってい る。 ま さ しくこれ こそ く弁証法的 に〉

考 え抜 かなければな らない問題 である と感 じてい る。平面的にではな く立体的に 日

本の これか らを考 えよ うと、参加 した皆 さんには じつは呼びかけたつ も りで あるが、

どこまでその私の真意 が理解 され たかは確信 をもてない。

この問題 どう考 えた らも う一歩深 く向き合 うことにな るのだろ うか と、一人一人

の参加者 が 自ら考 え出 し、宿題 を提示 されたな と感 じていただいたな らば、講師 と
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しては大 きな喜びである。 そ してまた 日本 の国際貢献論議 にお いてや は り避 けるこ

とができない極めて重要な問題であることを、参加者一・人一人が再確認 して くだ さっ

たのではないか と思ってい る。

いずれ に しても今 回 こ うした機会 を与 えて くだ さった、茅 ヶ崎市、市民大学担 当

者 、そ して大学側で労を とって くだ さった照屋 教授 に感謝 申 し上 げたい。

参照(講 演 レジ ュ メの 一部)

[国 連 に つ いて]

1〈国 連 の入 り方〉

競 争 試 験:外 務省 の費 用 で トレー ニ ーJPO:年 中応 募 受 付

2〈顔 の 見 え る国 際貢 献 〉

国 際公 務員:日 本 人 国際公 務 員1

3〈国連 とは どん な ところか?〉

加 盟 国:[]

場 所;ニ ュー ヨー ク、 ジ ュネ ー ブ 、 ウイ ー ン、バ ン コ ック 、ナ イ ロ ビETC

東 京 、名 古 屋

役 割:(イ)政 治 ・安 全保 障:安 全 保 障 理事 会 〈PKO>

(ロ)経 済援 助 ・開発 援 助:[](国 際 開発 計 画)そ の ほか

(ハ)そ のほ か 、 あ りとあ らゆ る問題:[](国 連難 民 高等 弁務 官)、

[](国 連 児 童 基金)、[](国 際 司法裁 判 所)、[](国 連

教 育 科 学文 化機 関)

予 算:[]億 円(単 年 度 ・国連 本 体 通 常 予 算)PKO別 、 専 門機 関 そ の ほ か別

(これ が約6-7倍)

職 員 の地 理 的配 分:日 本 人[]人(望 ま しい数 は256-346)総 人 数 は約2500名

歴 史:カ ン ト 『恒 久 平和 のた め に』、 グ ロチ ウス 「国際 法 の父 」

ウィル ソン 「国 際連 盟 」新 渡 戸稲 造

国 際連 合=[](1947)連 合 国(UnitedNations)VS枢 軸 国(Axis)

4〈国 連 改革 の 中心〉

ス リム化 ・再編 成:

安保 理 改 革;常 任 理 事 国([])→

イ ラク戦 争 で機 能 しな か っ た、 した が って 国連 の危 機 とい う意 見=

[日 本 人の 生 き方]
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5〈戦後 日本の基本方針 〉

基本1平 和 ・経済発展(平 和 ・金儲 け)

国際関係 の基本1外 交 の三本柱;[

国内的価値観=

現実:

6〈湾岸戦争〉

国連 と湾岸戦争:

口本 と湾岸戦争:

VS富 国 ・強兵

]・ … 現 実 は 「一 国 平和 主 義 」 の側 面

「人 の命 は地球 よりも重 い」平和文化

経済一流 ・政治三流、存在感 の欠如

多 国籍 軍にお墨付 き、そ の後 の査察、経済制裁で国連機 能

「一国平和主義」への強 い反省。お金(一 兆 円)だ け出 して正式

に感謝 されず。 国際貢献 は金 だけではない。

「国際貢献」 「普通の国」 とい う言葉飛び交 う。

「9条 があるか ら」 とい う考 え方。

7〈イ ラク戦争〉

国連 とイ ラク戦争:お 墨付 き与 えず。復興には条件付 で取 り組 む。

日本 とイ ラク戦争:国 連 か 日米 か とい う選択=日 米 を選択。『国益』論浮上

国際政治は甘 くない。

自民 とイ ラク戦争1日 米関係 重い。 仏独 ロ と米 の橋渡 し目指す(復 興 の局面で)。→

軍事 を含 めた国際貢献→9条 改憲必要(普 通の国 さらに 日米同盟)

民主 とイ ラク戦争:国 連重視。国連の正義の戦争には参加⇒9条 改憲必要(普 通の国)

公明:9条 改憲?社 民 ・共産:日 米同盟改変 …9条 は変 えない

8〈国連 憲章 と9条 〉

国連憲章:第51条 「武力攻撃が発 生 した場合 、安全保 障理事会が国際 の平和 ・安

全 の維持 に必要な措置 を とるまでの間、固有 の個別 または集 団的

自衛 の権利 を害す るものではない」

日本 国憲法:第9条 第2項 「前項の 目的 を達す るた め、陸海空軍その他の戦力 は、

これ を保持 しない。国の交戦権 は、 これ を認 めない。」

国連憲章が[]だ とすれ ば9条 は[]

9〈イ ラクの先の 日本の選択〉

「普通の国」 とい う選択:9条 改憲

9条 解釈改憲拡大

「普通 じゃない国」とい う選択:9条 保持

10〈普通 じゃない国の損得勘定〉…9条 がすべてではないが

戦後 日本=+戦 争 しない国、戦争 に出かけない国、戦争 文化 のない国、経済に専念
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す る国

一国家 のプ ライ ドもて な い 国
、 ア メ リカ の植 民地 、 世界 に貢 献 しない 国

現在 問 われ る問題1一 国平 和 主 義 の 限界 、 日本 の国 際貢 献 とは何 か 、金 ・人 ・汗 ・血

11〈日本 国憲 法 の 特殊 性 〉

第 二 次世 界 大 戦 の[]気 分1日 本 人 だ けで な く欧米 人 に も、[]も 。

軍 国 主義 復活 の芽 を完全 に摘 む:

パ リ不戦 条約 の先 を行 く:

近代 国家 を超 え る、否 定 す る=近 代 の政 治 と国家 政 治=権 力=国 家=物 理 的強 制 力

12〈第 二 の敗 戦 〉〈希 望 の 国〉

第 二 の敗 戦:政 治 的骨 抜 き状態 、 自立 的判 断停 止 、脳 死 状 態

希 望 の国:「 この 国 には すべ てが あ る。 希 望 だ けが ない 」(村上龍 『希 望 の 国 のエ ク ソ

ダ ス』)

も し何 とな く流れ で重 大 決 定 した ら:[]の 敗 戦 。希 望 もて な い。11/f`J抜けの 日

本 。 尊敬 され ない 日本 。

13〈戦 後 初 めて突 きつ け られ てい る政 治 的決 断〉

どの よ うな[]国 にな るか1

14〈選 択 肢 〉

① 普 通 の 国 に舵 を切 る

イ)解 釈 改 憲 で何 とかや っ て ゆ く:[]ど ん どん意 味 を失 う国 、そ の危 険

ロ)改 憲 し国連 中心 で ゆ く

ハ)改 憲 し 日米 中心 で ゆ く

② 普 通 じゃ ない 国 と して[]す る

そ の 場 合 の 条 件1イ)国 民 の[]→ 政 界 再 編?→ 外 交 の[](軍 事 予 算 を

大 幅 に減 ら して援 助 に。 分 担..30%持 つ 。)

ロ)国 際 社会 の理解 と歓 迎(そ の延 長 線 上 で[])

15〈私 の 立場 〉

①[]と 考 え る1あ わ てて 改 憲 は も った い な い 、冷 戦 終結 の な か で9条 の方

向 にチ ャ ンス あ るか も。 日本 の 国 の形 が変 わ る こ と学 生 に本 気 で 考 えて もら う。

②[](執 行 猶 予)を 主 張 す る:60年 変 え な か っ た憲 法 だ。2,3年 は国

民的 大議 論 を巻 き起 こす べ き。 それ か らで も遅 くな い。

③9条 を[]考 え る舞 台 つ く りを 目指 す 。9条 は本 当 に非 現 実 的 か とこ とん

議 論
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